
指定に関する届出と、
排水設備工事における違反行為について

静岡市上下水道局 上下水道総務課
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Ⅱ 排水設備工事における違反行為について
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Ⅰ 指定事項に関する届出について

本日の内容



１．事業を廃止・休止・再開する場合

・責任技術者が１人もいない。

・排水設備工事に必要な設備や機材がない

・県内に営業所がない

⇒すぐに上下水道局まで連絡してください。

下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届出書
を提出してください。
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注意

Ⅰ 下水道排水設備指定工事店の届出についてⅠ 指定事項に関する届出について

次の場合は指定を続けられません。



(1) 商号又は名称の変更

(2) 代表者の変更

(3) 住所の変更

(4) 責任技術者の選任・解任

(5) 電話番号の変更

２．指定事項に変更が生じた場合

下水道排水設備指定工事店異動届出書
                              を提出してください。
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Ⅰ 指定事項に関する届出について



３．指定を更新する場合

令和７年度の対象者

有効期限 令和８年３月３１日
下水道排水設備指定工事店証

住 所 静岡市葵区七間町１５番地の１

商 号 又 は 名 称 七間町設備 株式会社

氏 名 静岡 太郎
（法人の場合は
代表者氏名）

上記の者を、静岡市上下水道局下水道排水設備指定
工事店規程第５条の規定に基づき、次の期間静岡市上
下水道局下水道排水設備指定工事店に指定する。

指定番号
第

000 号

令和３年４月１日 から

指定の有効期限

令和８年３月31日 まで
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引き続き指定を
受ける場合は、
更新手続きが
必要です。

Ⅰ 指定事項に関する届出について



４．指定の更新手続きの流れについて

・更新をしない場合、指定が失効します。
・再び指定工事店の指定を受けるには、新規指定の
  手続きをしなければなりません。

１月１３日（火）～２月１３日（金）  書類提出期間

３月３１日（火）まで 手数料の納付、指定工事店証の交付
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※審査完了後、納付書を郵送

Ⅰ 指定事項に関する届出について



①申請フォームに必要項目を入力し申請する方法
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Ⅰ 指定事項に関する届出について
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②ご自身で作成した書類を申請フォームに添付する方法

Ⅰ 指定事項に関する届出について

申請書等をPDFや
wordファイルで
送ることができます。
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６．様式のダウンロードについて

URL：https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9872/s001197.html

Ⅰ 指定事項に関する届出について

静岡市ホームページからダウンロードできます。

くらし・手続き  住まい・上下水道 上下水道
  申請・手続き  下水道排水設備工事に関する各種届出

【QRコード】
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１．違反行為について

 ・計画確認申請書を提出せずに工事を施工した

・工事完了後、検査を受けなかった

・指定工事店として自己の名義を他の業者に貸した

・下水道に関する法令、条例及び規程に違反したとき。
 ・業務に関し不誠実な行為がある等、管理者が指定工事
 店として不適当と認めるとき。

処分の対象となります。

Ⅱ 排水設備工事における違反行為について



計画確認申請書を提出 

工事の施工

工事完了日から５日以内に『排水設備等工事完了届出書』提出 

工事完了検査（責任技術者の立会）

２．排水設備工事の施工フロー
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下水道の使用開始届の提出

受注（新設・増設・改築）



３．違反行為に対する処分
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処分の対象となる行為があった場合

・指定の取消し

・指定の効力の停止（１月間～６月間）



13

４．指定の取消または指定の効力の停止が決定した場合

◎処分を受けたことが公表されます。
（静岡市掲示板等）

指定の効力を失った状態では…

○排水設備及びこれに接続する除害施設の新設、

増設、改築及び撤去する工事を、施工することが

できません。

○取消処分から２年間は新規の指定を受けられま

せん。



 静岡県下水道協会

静岡市葵区七間町15番地の１ 上下水道局庁舎６階（上下水道総務課内）

  電話 ０５４（２５１）２８７０

  ホームページ

【お問い合わせ】
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責任技術者について

 上下水道総務課 総務係

  静岡市葵区七間町15番地の１ 上下水道局庁舎６階

  電話 ０５４（２７０）９1２1  

  ホームページ

指定工事店について

静岡市上下水道総務課 検索

静岡県下水道協会 検索



下水道事務所 排水設備係

  静岡市清水区旭町６番８号 清水庁舎６階

  電話 ０５４（３５４）２７４４

【お問い合わせ】
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清水区の排水設備工事

下水道維持課 排水設備係

  静岡市葵区七間町15番地の１ 上下水道局庁舎５階

  電話 ０５４（２７０）９２３５、９２３６

葵区、駿河区の排水設備工事
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